
特約中途付加        

ご契約のしおり 

約款 

指定代理請求特約 

リビング・ニーズ特約 

 このたびは、現在ご契約いただいております当社の保険に

特約を付加くださいまして誠にありがとうございました。 

 この冊子は、特約条項について記載されていますので、該当

する条項をご熟読のうえ「保険証券」とともに大切にご保存く

ださい。 

 今後とも、従来どおり末永くお引き立てくださいますよう

お願い申し上げます。 

２０２５年１月作成 
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指定代理請求特約について 

この特約を付加されますと、保険金・年金等の受取人である被保険者* に自らご請求いただけない次の例のよう

な事情が生じた場合、指定代理請求人は、被保険者* の代理人として保険金・年金等をご請求いただけます。 

＜被保険者* が自らご請求いただけない事情の例＞ 

・被保険者* が保険金・年金等を請求する意思表示ができないと当社が認めたとき

・被保険者* が余命６か月以内と知らされていないとき

など 

＊被保険者 

無配当低解約返戻金型愛児進学保険にこの特約を付加する場合は、「被保険者」を「ご契約者」と読み替えます。 

一時払変額個人年金保険（年金原資額保証型）、一時払変額個人年金保険(複数勘定型)にこの特

約を付加する場合のお取り扱い 

●対象となる年金について

指定代理請求人よりご請求いただける年金は、次のとおりです。

・被保険者が受取人となる年金

●指定代理請求人について

・ご契約者(年金開始後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から１名指

定してください。指定代理請求人が年金をご請求いただく際にも、この範囲内であることが必要です。

＜指定代理請求人の範囲＞ 

①被保険者の戸籍上の配偶者

②被保険者の直系血族* （子、孫、父母、祖父母など）

③被保険者の３親等内の親族* （兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方* で、年金の受取人のために年金を請求すべき適当な関係があ

ると当社が認めた方 

④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方

⑤被保険者の財産管理を行っている方*

⑥死亡給付金受取人または後継年金受取人

⑦その他上記④または⑤と同等の関係にある方

＊直系血族 

＊３親等内の親族 

次頁の「直系血族」「３親等内の親族」をご覧ください。 
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＊次の範囲内の方 

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などを含みます。 

＊財産管理を行っている方 

財産管理委任契約などに基づき財産管理を行っている方をいいます。 

・ご契約者(年金開始後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定

代理請求人を変更することができます。

・被保険者に年金を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を満たす方がいない場

合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定されていない場合には、死亡給付金受取

人が指定代理請求人として* 年金をご請求いただけます。

＊死亡給付金受取人が指定代理請求人として 

年金開始後の場合で、後継年金受取人が指定されている契約は「死亡給付金受取人」を「後継年金受取人」、後

継年金受取人が指定されていない契約は「死亡給付金受取人」を「被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えます。 

●代理請求によるお支払いについて

・指定代理請求人が年金をご請求される場合、次の①～③の書類をご提出いただきます。

①被保険者に年金を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類

②指定代理請求人が前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内であることを確認するための書類

③その他の必要書類

・年金を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からその年金のご請求を受けてもお

支払いできません。
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変額個人年金保険（基本年金額保証型）にこの特約を付加する場合のお取り扱い 

●対象となる年金等について

指定代理請求人よりご請求いただける年金等は、次のとおりです。

・被保険者が受取人となる年金

・被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料のお払い込み免除

●指定代理請求人について

・ご契約者(年金開始後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から１名指

定してください。指定代理請求人が年金等をご請求いただく際にも、この範囲内であることが必要です。

＜指定代理請求人の範囲＞ 

①被保険者の戸籍上の配偶者

②被保険者の直系血族* （子、孫、父母、祖父母など）

③被保険者の３親等内の親族* （兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方* で、年金等の受取人のために年金等を請求すべき適当な関係

があると当社が認めた方 

④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方

⑤被保険者の財産管理を行っている方*

⑥死亡給付金受取人

⑦その他上記④または⑤と同等の関係にある方

＊直系血族 

＊３親等内の親族 

次の「直系血族」「３親等内の親族」をご覧ください。 
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＊次の範囲内の方 

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などを含みます。 

＊財産管理を行っている方 

財産管理委任契約などに基づき財産管理を行っている方をいいます。 
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・ご契約者(年金開始後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定

代理請求人を変更することができます。

・被保険者に年金等を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を満たす方がいない

場合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定されていない場合には、死亡給付金受

取人が指定代理請求人として* 年金等をご請求いただけます。

＊死亡給付金受取人が指定代理請求人として 

年金開始後の場合は「死亡給付金受取人」を「被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えます。 

●代理請求によるお支払いについて

・指定代理請求人が年金等をご請求される場合、次の①～③の書類をご提出いただきます。

①被保険者に年金等を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類

②指定代理請求人が前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内であることを確認するための書類

③その他の必要書類

・指定代理請求人が年金等をご請求された場合、ご契約が消滅する、あるいは保険料のお払い込みが免除され

ることがあります。また、被保険者ご本人から保障内容・お支払い内容について当社にご照会があったとき

は、回答せざるを得ないことがあります。

・年金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複してご契約者等からその年金等のご請求を受けて

もお支払いできません。
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一時払変額終身保険（複数勘定型）にこの特約を付加する場合のお取り扱い 

 

●対象となる保険金等について 

指定代理請求人よりご請求いただける保険金等は、次のとおりです。 

・被保険者が受取人となる次の保険金 

◈高度障がい保険金   ◈災害高度障がい保険金 

◈リビング・ニーズ特約による保険金 

・被保険者と受取人が同一人である場合の次の年金 

◈年金払移行特約による年金 

◈年金支払特約による年金 

 

●指定代理請求人について 

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から１名指定してください。指定代理請

求人が保険金等をご請求いただく際にも、この範囲内であることが必要です。 

 ＜指定代理請求人の範囲＞  
  
①被保険者の戸籍上の配偶者 

②被保険者の直系血族* （子、孫、父母、祖父母など） 

③被保険者の３親等内の親族* （兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方* で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な

関係があると当社が認めた方 

④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方 

⑤被保険者の財産管理を行っている方* 

⑥死亡保険金受取人  

⑦その他上記④または⑤と同等の関係にある方 

＊直系血族 

＊３親等内の親族 

次頁の「直系血族」「３親等内の親族」をご覧ください。 
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＊次の範囲内の方 

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などを含みます。 

＊財産管理を行っている方 

財産管理委任契約などに基づき財産管理を行っている方をいいます。 

 

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定代理請求人を変更すること

ができます。 

・被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を満たす方がいな

い場合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定されていない場合には、死亡保険金

受取人が指定代理請求人として* 保険金等をご請求いただけます。 

＊死亡保険金受取人が指定代理請求人として 

次の場合には、「死亡保険金受取人」を「被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えます。 

・年金支払特約により年金の支払が開始した場合 

・年金払移行特約により主契約の全部が年金払に移行した場合 

 

●代理請求によるお支払いについて 

・指定代理請求人が保険金等をご請求される場合、次の①～③の書類をご提出いただきます。 

①被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類 

②指定代理請求人が前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内であることを確認するための書類 

③その他の必要書類 

・指定代理請求人が保険金等をご請求された場合、ご契約が消滅することがあります。また、被保険者ご本人か

ら保障内容・お支払い内容について当社にご照会があったときは、回答せざるを得ないことがあります。した

がって、被保険者ご本人が、保険金等を自らご請求いただけない事情（余命６か月以内であること等）をお知

りになることがあります。 

・リビング・ニーズ特約について、複数契約の各代理人からの保険金請求額が当社の定める金額を超える場合、

その超える部分はお支払いできません。 

・保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からその保険金等のご請求を受

けてもお支払いできません。  
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５年ごと利差配当付終身保険にこの特約を付加する場合のお取り扱い 

 

●対象となる保険金等について 

指定代理請求人よりご請求いただける保険金等は、次のとおりです。 

・被保険者が受取人となる次の保険金 

◈高度障がい保険金    ◈リビング・ニーズ特約による保険金 

・被保険者と受取人が同一人である場合の次の年金 

◈年金払移行特約による年金 

 

※すえ置かれた保険金等はご請求の対象にはなりません。 

 

●指定代理請求人について 

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から１名指定してください。指定代理請

求人が保険金等をご請求いただく際にも、この範囲内であることが必要です。 

 ＜指定代理請求人の範囲＞  
  
①被保険者の戸籍上の配偶者 

②被保険者の直系血族* （子、孫、父母、祖父母など） 

③被保険者の３親等内の親族* （兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方* で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な

関係があると当社が認めた方 

④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方 

⑤被保険者の財産管理を行っている方* 

⑥死亡保険金受取人 

⑦その他上記④または⑤と同等の関係にある方 

＊直系血族 

＊３親等内の親族 

次頁の「直系血族」「３親等内の親族」をご覧ください。 
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＊次の範囲内の方 

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などを含みます。 

＊財産管理を行っている方 

財産管理委任契約などに基づき財産管理を行っている方をいいます。 

 

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定代理請求人を変更すること

ができます。 

・被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を満たす方がいな

い場合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定されていない場合には、死亡保険金

受取人が指定代理請求人として* 保険金等をご請求いただけます。 

＊死亡保険金受取人が指定代理請求人として 

年金払移行特約により主契約の全部が年金払に移行した場合には、「死亡保険金受取人」を「被保険者の戸籍上

の配偶者」と読み替えます。 

 

●代理請求によるお支払いについて 

・指定代理請求人が保険金等をご請求される場合、次の①～③の書類をご提出いただきます。 

①被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類 

②指定代理請求人が前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内であること確認するための書類 

③その他の必要書類 

・指定代理請求人が保険金等をご請求された場合、ご契約が消滅することがあります。また、被保険者ご本人か

ら保障内容・お支払い内容について当社にご照会があったときは、回答せざるを得ないことがあります。した

がって、被保険者ご本人が、保険金等を自らご請求いただけない事情（余命６か月以内であること等）をお知

りになることがあります。 

・リビング・ニーズ特約について、複数契約の各代理人からの保険金請求額が当社の定める金額を超える場合、

その超える部分はお支払いできません。 

・保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からその保険金等のご請求を受

けてもお支払いできません。  
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無配当外貨建終身保険（予定利率更改型）にこの特約を付加する場合のお取り扱い 
 

●対象となる保険金等について 

指定代理請求人よりご請求いただける保険金等は、次のとおりです。 

・被保険者が受取人となる次の保険金 

◈高度障がい保険金         ◈リビング・ニーズ特約による保険金 

・被保険者と受取人が同一人である場合の次の年金 

◈年金払移行特約による年金 

◈年金支払特約による年金 

・被保険者とご契約者が同一人である場合の生存給付金 

・被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料のお払い込み免除 

 

※すえ置かれた保険金等はご請求の対象にはなりません。 

 

●指定代理請求人について 

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から１名指定してください。指定代理請

求人が保険金等をご請求いただく際にも、この範囲内であることが必要です。 

 ＜指定代理請求人の範囲＞  
  
①被保険者の戸籍上の配偶者 

②被保険者の直系血族* （子、孫、父母、祖父母など） 

③被保険者の３親等内の親族* （兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方* で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な

関係があると当社が認めた方 

④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方 

⑤被保険者の財産管理を行っている方* 

⑥死亡保険金受取人 

⑦その他上記④または⑤と同等の関係にある方 

＊直系血族 

＊３親等内の親族 

次頁の「直系血族」「３親等内の親族」をご覧ください。 

 

9



 

 

被保険者

父母

子

孫

曾孫

祖父母

曾祖父母

配偶者

父母

祖父母

曾祖父母

おじ・おば

甥・姪 配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

甥・姪

配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

おじ・おば

直系血族

３親等内の親族

高祖父母

玄孫

 

＊次の範囲内の方 

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などを含みます。 

＊財産管理を行っている方 

財産管理委任契約などに基づき財産管理を行っている方をいいます。 

 

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定代理請求人を変更すること

ができます。 

・被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を満たす方がいな

い場合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定されていない場合には、死亡保険金

受取人が指定代理請求人として* 保険金等をご請求いただけます。 

＊死亡保険金受取人が指定代理請求人として 

次の場合には、「死亡保険金受取人」を「被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えます。 

・年金支払特約により年金の支払が開始した場合 

・年金払移行特約により主契約の全部が年金払に移行した場合 

 

●代理請求によるお支払いについて 

・指定代理請求人が保険金等をご請求される場合、次の①～③の書類をご提出いただきます。 

①被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類 

②指定代理請求人が前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内であることを確認するための書類 

③その他の必要書類 

・指定代理請求人が保険金等をご請求された場合、ご契約が消滅する、あるいは保険料のお払い込みが免除さ

れることがあります。また、被保険者ご本人から保障内容・お支払い内容について当社にご照会があったと

きは、回答せざるを得ないことがあります。したがって、被保険者ご本人が、保険金等を自らご請求いただけ

ない事情（余命６か月以内であること等）をお知りになることがあります。 

・リビング・ニーズ特約について、複数契約の各代理人からの保険金請求額が当社の定める金額を超える場合、

その超える部分はお支払いできません。 

・保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からその保険金等のご請求を受

けてもお支払いできません。 
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無配当外貨建個人年金保険（積立利率更改型）にこの特約を付加する場合のお取り扱い 

 

●対象となる年金について 

指定代理請求人よりご請求いただける年金は、次のとおりです。 

・被保険者が受取人となる年金 

 

※すえ置かれた年金はご請求の対象にはなりません。 

 

●指定代理請求人について 

・ご契約者（年金開始後は年金受取人）は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から１名指

定してください。指定代理請求人が年金をご請求いただく際にも、この範囲内であることが必要です。 

 ＜指定代理請求人の範囲＞  
  
①被保険者の戸籍上の配偶者 

②被保険者の直系血族* （子、孫、父母、祖父母など） 

③被保険者の３親等内の親族* （兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方* で、年金の受取人のために年金を請求すべき適当な関係があ

ると当社が認めた方 

④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方 

⑤被保険者の財産管理を行っている方* 

⑥死亡給付金受取人または後継年金受取人 

⑦その他上記④または⑤と同等の関係にある方 

＊直系血族 

＊３親等内の親族 

次の「直系血族」「３親等内の親族」をご覧ください。 

 

被保険者

父母

子

孫

曾孫

祖父母

曾祖父母

配偶者

父母

祖父母

曾祖父母

おじ・おば

甥・姪 配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

甥・姪

配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

おじ・おば

直系血族

３親等内の親族

高祖父母

玄孫

 

＊次の範囲内の方 

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などを含みます。 

＊財産管理を行っている方 

財産管理委任契約などに基づき財産管理を行っている方をいいます。 
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・ご契約者（年金開始後は年金受取人）は、被保険者の同意を得て、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定

代理請求人を変更することができます。 

・被保険者に年金を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を満たす方がいない場

合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定されていない場合には、後継年金受取人

が指定されている契約は後継年金受取人、後継年金受取人が指定されていない契約は被保険者の戸籍上の配

偶者が、指定代理請求人として年金をご請求いただけます。 

 

●代理請求によるお支払いについて 

・指定代理請求人が年金をご請求される場合、次の①～③の書類をご提出いただきます。 

①被保険者に年金を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類 

②指定代理請求人が前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内であることを確認するための書類 

③その他の必要書類 

・年金を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して年金受取人からその年金のご請求を受けてもお 

支払いできません。 
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無配当低解約返戻金型定期保険にこの特約を付加する場合のお取り扱い 

 

●対象となる保険金等について 

指定代理請求人よりご請求いただける保険金等は、次のとおりです。 

・被保険者が受取人となる次の保険金 

◈ 高度障がい保険金    ◈ リビング・ニーズ特約による保険金 

・被保険者と受取人が同一人である場合の次の年金 

◈ 年金払移行特約による年金 

◈ 年金支払特約による年金 

・被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料のお払い込み免除 

 

※すえ置かれた保険金等はご請求の対象にはなりません。 

 

●指定代理請求人について 

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から１名指定してください。指定代理請

求人が保険金等をご請求いただく際にも、この範囲内であることが必要です。 

 ＜指定代理請求人の範囲＞  
  
①契約者の戸籍上の配偶者 

②契約者の直系血族* （子、孫、父母、祖父母など） 

③契約者の３親等内の親族* （兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方* で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な

関係があると当社が認めた方 

④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方 

⑤被保険者の財産管理を行っている方* 

⑥死亡保険金受取人 

⑦その他上記④または⑤と同等の関係にある方 

＊直系血族 

＊３親等内の親族 

次頁の「直系血族」「３親等内の親族」をご覧ください。 
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被保険者

父母

子

孫

曾孫

祖父母

曾祖父母

配偶者

父母

祖父母

曾祖父母

おじ・おば

甥・姪 配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

甥・姪

配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

おじ・おば

直系血族

３親等内の親族

高祖父母

玄孫

 

＊次の範囲内の方 

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などを含みます。 

＊財産管理を行っている方 

財産管理委任契約などに基づき財産管理を行っている方をいいます。 

 

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定代理請求人を変更すること

ができます。 

・被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を満たす方がいな

い場合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定されていない場合には、死亡保険金

受取人が指定代理請求人として* 保険金等をご請求いただけます。 

＊死亡保険金受取人が指定代理請求人として 

次の場合には、「死亡保険金受取人」を「被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えます。 

・年金支払特約により年金の支払が開始した場合 

・年金払移行特約により主契約の全部が年金払に移行した場合 

 

●代理請求によるお支払いについて 

・指定代理請求人が保険金等をご請求される場合、次の①～③の書類をご提出いただきます。 

①被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類 

②指定代理請求人が前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内であることを確認するための書類 

③その他の必要書類 

・指定代理請求人が保険金等をご請求された場合、ご契約が消滅する、あるいは保険料のお払い込みが免除さ

れることがあります。また、被保険者ご本人から保障内容・お支払い内容について当社にご照会があったと

きは、回答せざるを得ないことがあります。したがって、被保険者ご本人が保険金等を自らご請求いただけ

ない事情（余命６か月以内であること等）をお知りになることがあります。 

・リビング・ニーズ特約について、複数契約の各代理人からの保険金請求額が当社の定める金額を超える場合、

その超える部分はお支払いできません。 

・保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からその保険金等のご請求を受

けてもお支払いできません。 
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無配当低解約返戻金型愛児進学保険にこの特約を付加する場合のお取り扱い 

●対象となる保険金等について 

指定代理請求人よりご請求いただける保険金等は、次のとおりです。 

・ご契約者が受取人となる次の祝金、給付金、保険金

◈満期祝金 ◈入学祝金 ◈死亡給付金 ◈災害死亡保険金

◈障がい給付金 ◈特定損傷給付金 ◈各入院給付金 ◈入院診断給付金

◈手術給付金 ◈入院時手術給付金 ◈通院給付金 ◈退院給付金

・保険料のお払い込み免除

※すえ置かれた保険金等はご請求の対象にはなりません。

●指定代理請求人について

・ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から１名指定してください。指定代理請

求人が保険金等をご請求いただく際にも、この範囲内であることが必要です。 

＜指定代理請求人の範囲＞ 

①ご契約者の戸籍上の配偶者

②ご契約者の直系血族* （子、孫、父母、祖父母など）

③ご契約者の３親等内の親族* （兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方* で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な

関係があると当社が認めた方 

④ご契約者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方

⑤ご契約者の財産管理を行っている方*

⑥その他上記④または⑤と同等の関係にある方

＊直系血族 

＊３親等内の親族 

次頁の「直系血族」「３親等内の親族」をご覧ください。 
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ご契約者

父母

子

孫

曾孫

祖父母

曾祖父母

配偶者

父母

祖父母

曾祖父母

おじ・おば

甥・姪 配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

甥・姪

配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

おじ・おば

直系血族

３親等内の親族

高祖父母

玄孫

＊次の範囲内の方 

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などを含みます。 

＊財産管理を行っている方 

財産管理委任契約などに基づき財産管理を行っている方をいいます。 

・ご契約者は、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定代理請求人を変更することができます。

●代理請求によるお支払いについて

・指定代理請求人が保険金等をご請求される場合、次の①～③の書類をご提出いただきます。

①ご契約者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類

②指定代理請求人が前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内であることを確認するための書類

③その他の必要書類

・保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複してご契約者等からその保険金等のご請求を受

けてもお支払いできません。

※名義変更またはご契約者の死亡によりご契約者が変更された場合、この特約は消滅します。
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リビング・ニーズ特約について

(一時払変額終身保険(複数勘定型)用) 

ご契約にリビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が６か月以内* であると判

断されたとき、死亡保険金の全部または一部をこの特約の保険金としてお支払いします。 

支 払 事 由 被保険者の余命が６か月以内* であると判断された場合 

受 取 人 
主契約の被保険者 

ただし、ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人の場合は、ご契約者 

支 払 額 

下記の①または②のいずれか大きい方の金額※ 

①ご請求額（指定保険金額）から、支払事由の発生日（被保険者の余命が６か月

以内* と判断された日）からその日を含めて６か月間のご請求額（指定保険金

額）に対する利息* を差し引いた金額

②支払事由の発生日末の積立金額に
指定保険金額

主契約の基本保険金額
 の割合を乗じた金額 

＊余命が６か月以内 

一般に日本で認められた医療による治療を行っても、余命が６か月以内である状態を意味します。 

＊利息 

次の式で計算した金額のことをいいます。 

「ご請求額（指定保険金額）」－「ご請求額（指定保険金額）を当社所定の利率で６か月間割り戻して計算した現価」 

※保険金ステップアップ特約を付加されている場合、上記「①」と「②支払事由の発生日末の

積立金額に
指定保険金額

主契約の最低保証保険金額
 の割合を乗じた金額」のいずれか大きい方の金額としま

す。 

また、終身積立保険へ変更後の契約については、ご請求額（指定保険金額）とします。 

●ご請求について

この特約による保険金をご請求いただく場合は、当社所定の診断書をご提出いただきます。

また、診断書に医師の所見を記入していただきますが、当社が必要と認めた場合には、確認・照会等を

行い、また、当社指定の医師の診断を受けていただくことがあります。

被保険者に保険金をご請求できない事情があるときは、指定代理請求制度をご利用いただけます。

詳しくは、前述の「指定代理請求特約について」をご覧ください。

●ご請求額（指定保険金額）について

ご請求額（指定保険金額）は、この特約による保険金の支払事由の発生日における、ご契約の基本保険

金額（主契約が終身積立保険に変更されている場合、責任準備金額。また、主契約に保険金ステップア

ップ特約が付加されている場合、最低保証保険金額）の範囲内、かつ、同一被保険者について他のリビ

ング･ニーズ特約を付加されたご契約と通算して3,000万円* 以内とします。また、ご請求額（指定保険

金額）は100万円以上10万円単位でご指定ください。 

＊この特約による保険金のご請求額の限度は、将来変更することがあります。 

また、指定保険金額には、指定保険金額を上回った積立金は含まれません。 
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基本保険金額の一部を指定する場合、残存する部分の基本保険金額は100万円以上（主契約が終身積立

保険に変更されている場合、残存する部分の責任準備金額は60万円以上）必要です。 

●お支払いについて

この特約による保険金のお支払いは、１契約について１回限りとします。

●この特約による保険金をお支払いした後のご契約について

①ご請求額（指定保険金額）が基本保険金額と同額の場合

基
本
保
険
金
額

一
時
払
保
険
料

積立金

ご契約 余命６か月以内

この特約による保険金のお支払い
（以後、保険契約は消滅します。）

※この場合、ご契約は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって消滅します。 

②ご請求額（指定保険金額）が基本保険金額の一部の場合

基
本
保
険
金
額

一
時
払
保
険
料

ご契約 余命６か月以内

積立金

減
額

死　亡

この特約による保険金のお支払い
（基本保険金額・積立金額は減額されます。）

※この場合、基本保険金額は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼってご請

求額と同額の減額がなされ、また、積立金額は、基本保険金額の減額割合と同一割合での減

額がなされるものとします。（主契約が終身積立保険に変更されている場合、責任準備金額

は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼってご請求額と同額の減額がなさ

れるものとします。また、主契約に保険金ステップアップ特約が付加されている場合、最低

保証保険金額は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼってご請求額と同額

の減額がなされ、また、基本保険金額および積立金額は、この特約による保険金の支払事由

の発生日にさかのぼって最低保証保険金額の減額割合と同一割合での減額がなされるものと

します。）

減額部分の払いもどし金はありません。
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また、継続する部分については、その後、被保険者が死亡された場合、減額後の死亡保険金

額を死亡保険金受取人にお支払いします。 
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リビング・ニーズ特約について

(５年ごと利差配当付終身保険用) 

ご契約にリビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が６か月以内* であると判

断されたとき、死亡保険金の全部または一部をこの特約の保険金としてお支払いします。 

支 払 事 由 被保険者の余命が６か月以内* であると判断された場合 

受 取 人 被保険者 

支 払 額 

ご請求額（指定保険金額）から、支払事由の発生日（被保険者の余命が６か月以

内* と判断された日）からその日を含めて６か月間のご請求額（指定保険金額）

に対する利息* を差し引いた金額 

＊余命が６か月以内 

一般に日本で認められた医療による治療を行っても、余命が６か月以内である状態を意味します。 

＊利息 

次の式で計算した金額のことをいいます。 

「ご請求額（指定保険金額）」－「ご請求額（指定保険金額）を主契約の予定利率で６か月間割り戻して計算した現価」 

●ご請求について

この特約による保険金をご請求いただく場合は、当社所定の診断書をご提出いただきます。

また、診断書に医師の所見を記入していただきますが、当社が必要と認めた場合には、確認・照会等を

行い、また、当社指定の医師の診断を受けていただくことがあります。

※被保険者が保険金を自らご請求できない事情があるときは、指定代理請求制度をご利用いただけま

す。

●ご請求額（指定保険金額）について

ご請求額（指定保険金額）は、この特約による保険金の支払事由の発生日における、付加されているご

契約の死亡保険金額の範囲内、かつ、一被保険者について、通算 1,000万円* 以内とします。

＊通算 1,000万円 

この特約による保険金のご請求額の限度は、将来変更することがあります。 

他のご契約に付加されたリビング・ニーズ特約（ファミリー保障特約用）等の被保険者とこの特約の被保険者

が同一の場合には、リビング・ニーズ特約（ファミリー保障特約用）等のご請求額も通算されます。 

●お支払いについて

・この特約による保険金のお支払いは、１契約について１回限りとします。

・ご契約者貸付が行われているときは、この特約による保険金の支払金額はその貸付金の元利合計額を差し

引きます。
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●この特約による保険金をお支払いした後のご契約について

①ご請求額（指定保険金額）が死亡保険金額と同額の場合

この特約による保険金のお支払い
（以後、保険契約は消滅します。）

保
障
額

ご契約 余命６か月以内

※この場合、ご契約は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって消滅します。

②ご請求額（指定保険金額）が死亡保険金額の一部の場合

この特約による保険金のお支払い
（保険金額は減額されます。）

保
障
額

ご契約 余命６か月以内 死亡

死亡保険金の
お支払い

※この場合、死亡保険金額は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼってご請求額

と同額の減額がなされるものとし、減額部分の解約返戻金はありません。また、継続する部分に

ついては、その後、被保険者が死亡された場合、減額後の死亡保険金額を死亡保険金受取人にお

支払いします。

21



リビング・ニーズ特約について

(無配当外貨建終身保険(予定利率更改型)用) 

ご契約にリビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が６か月以内* であると判

断されたとき、死亡保険金の全部または一部をこの特約による保険金としてお支払いします。 

支 払 事 由 被保険者の余命が６か月以内* であると判断された場合 

受 取 人 被保険者 

支 払 額 

ご請求額（指定保険金額）から、支払事由の発生日（被保険者の余命が６か月以

内* と判断された日）からその日を含めて６か月間のご請求額（指定保険金額）

に対する利息* と保険料相当額を差し引いた金額 

＊余命が６か月以内 

一般に日本で認められた医療による治療を行っても、余命が６か月以内である状態を意味します。 

＊利息 

次の式で計算した金額のことをいいます。 

「ご請求額（指定保険金額）」－「ご請求額（指定保険金額）を当社所定の利率で６か月間割り戻して計算した現価」 

なお、当社所定の利率は、支払事由の発生日からその日を含めて６か月間のうち、契約日からその日を含めて15年間に含

まれる期間については主契約の契約時予定利率を、契約日からその日を含めて15年経過後に含まれる期間については主契

約の最低保証予定利率を用います。 

●ご請求について

この特約による保険金をご請求いただく場合は、当社所定の診断書をご提出いただきます。

また、診断書に医師の所見を記入していただきますが、当社が必要と認めた場合には、確認・照会等を

行い、また、当社指定の医師の診断を受けていただくことがあります。

※被保険者が保険金を自らご請求できない事情があるときは、指定代理請求制度をご利用いただけま

す。

●ご請求額（指定保険金額）について

ご請求額（指定保険金額）は、この特約による保険金の支払事由の発生日における、付加されているご

契約の基本保険金額の範囲内、かつ、同一被保険者について、通算 1,000万円* 以内とします。

ただし、デュアルセレクトでは、通算 1,000万円* の判定にあたって、請求書類が当社に着いた日* の

前日を換算基準日* とする円換算レート（支払用）で円に換算した金額を用います。

＊通算 1,000万円 

この特約による保険金のご請求額の限度は、将来変更することがあります。 

他のご契約に付加されたリビング・ニーズ特約（ファミリー保障特約用）等の被保険者とこの特約の被保険者

が同一の場合には、リビング・ニーズ特約（ファミリー保障特約用）等のご請求額も通算されます。 

＊請求書類が当社に着いた日 

完備された請求書類が当社に着いた日をいいます。 

＊換算基準日 

換算基準日として定める日が、当社が指定する取引銀行または当社の休業日に該当するときは、その直前の取

引銀行および当社の営業日となります。 
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＜主契約の責任準備金額が基本保険金額以上の場合について＞ 

この特約による保険金の支払事由の発生日（被保険者の余命が６か月以内と判断された日）において

計算した６か月後の主契約の責任準備金額が基本保険金額以上の場合、この特約による保険金額は次

のとおり計算します。 

この特約による保険金の支払事由の発生日にお 

いて計算した６か月後の主契約の責任準備金額 
× 1.01 × 

指定保険金額 

主契約の基本保険金額 

ただし、換算基準日* の円換算レート（支払用）で円に換算した保険金額が、前頁の通算 1,000万円

以内であることが必要です。 

＊換算基準日 

換算基準日として定める日が、当社が指定する取引銀行または当社の休業日に該当するときは、その直前の取

引銀行および当社の営業日となります。 

●お支払いについて

・この特約による保険金のお支払いは、１契約について１回限りとします。

・主契約に条件付保険特約が付加される場合で、保険金削減支払法が適用されているときは、次の「Ａ」から

「ＢとＣの合計額」を差し引いた金額をお支払いします。ただし、「Ａ」の金額が指定保険金額に対応する責

任準備金額を下回るときには、その対応する責任準備金額から「ＢとＣの合計額」を差し引いた金額をお支

払いします。

Ａ… 

Ｂ… 

Ｃ… 

指定保険金額* ×この特約による保険金の支払事由の発生日における条件付保険特約に定

める所定の割合 

Ａに対する６か月間の利息 

指定保険金額に対する６か月間の保険料相当額 

＊指定保険金額 

この特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の主契約の責任準備金額が基本保険金額

以上の場合は、次の式で計算した金額に置き換えます。 

この特約による保険金の支払事由の発生日にお 

いて計算した６か月後の主契約の責任準備金額 
× 1.01 × 

指定保険金額 

主契約の基本保険金額 

・保険料の自動貸付またはご契約者貸付が行われているときは、この特約による保険金の支払金額はその貸付

金の元利合計額を差し引きます。

・この特約によるお支払い額は、指定通貨でお支払いすることも、円換算支払特約を付加して円に換算してお

支払いすることもできます。円に換算してお支払いする場合、請求書類が当社に着いた日* の前日を換算基

準日* とする円換算レート（支払用）を適用します。

＊請求書類が当社に着いた日 

完備された請求書類が当社に着いた日をいいます。 

＊換算基準日 

換算基準日として定める日が、当社が指定する取引銀行または当社の休業日に該当するときは、その直前の

取引銀行および当社の営業日となります。 
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●この特約による保険金をお支払いした後のご契約について

①ご請求額（指定保険金額）が基本保険金額と同額の場合

保険料のお払い込み

基
本
保
険
金
額

保
険
料

以後、保険契約は消滅します。

ご契約 余命６か月以内

※この場合、ご契約は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって消滅します。

②ご請求額（指定保険金額）が基本保険金額の一部の場合

指定保険金額
（基本保険金額は減額されます。）

基
本
保
険
金
額

保
険
料

ご契約 余命６か月以内

保険料のお払い込み

死亡

死亡保険金の
お支払い

※この場合、基本保険金額は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって指定保険

金額と同額の減額がなされるものとし、減額部分の解約返戻金はありません。また、継続する部

分については引き続き保険料をお払い込みいただき、その後、被保険者が死亡された場合、

1.01を乗じて得た金額）を死亡保険金受取人にお支払いします。

＜ご注意＞ 
＜ご注意＞ 

●この特約による保険金を指定通貨でお支払いする際には、指定通貨でお受け取りいただける口座が

必要となります。また、ご利用される金融機関により諸手数料が必要な場合や、当社からの指定通貨

でのお支払いにかかる送金手数料をお支払い額より差し引く場合があります。
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リビング・ニーズ特約について

(無配当低解約返戻金型定期保険用) 

ご契約にリビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が６か月以内* であると判

断されたとき、死亡保険金の全部または一部をこの特約の保険金としてお支払いします。 

支 払 事 由 被保険者の余命が６か月以内* であると判断された場合 

受 取 人 主契約の被保険者 

支 払 額 

ご請求額（指定保険金額）から、支払事由の発生日（被保険者の余命が６か月以

内* と判断された日）からその日を含めて６か月間のご請求額（指定保険金額）

に対する利息* と保険料相当額を差し引いた金額 

＊余命が６か月以内 

一般に日本で認められた医療による治療を行っても、余命が６か月以内である状態を意味します。 

＊利息 

次の式で計算した金額のことをいいます。 

「ご請求額（指定保険金額）」－「ご請求額（指定保険金額）を主契約の予定利率で６か月間割り戻して計算した現価」 

●ご請求について

この特約による保険金をご請求いただく場合は、当社所定の診断書をご提出いただきます。

また、診断書に医師の所見を記入していただきますが、当社が必要と認めた場合には、確認・照会等を

行い、また、当社指定の医師の診断を受けていただくことがあります。

被保険者に保険金をご請求できない事情があるときは、指定代理請求制度をご利用いただけます。

詳しくは、前述の「指定代理請求特約について」をご覧ください。

なお、この特約による保険金の支払事由の発生日において、主契約の残りの保険期間が１年以内である

ときは、この特約による保険金はご請求いただけません。

●ご請求額（指定保険金額）について

ご請求額（指定保険金額）は、この特約による保険金の支払事由の発生日における、付加されているご

契約の死亡保険金額の範囲内、かつ、 3,000万円* 以内とします。

＊この特約による保険金のご請求額の限度は、将来変更することがあります。 

●お支払いについて

この特約による保険金のお支払いは、１契約について１回限りとします。

主契約に条件付保険特約が付加される場合で、保険金削減支払法が適用されているときは、次の「Ａ」

から「ＢとＣの合計額」を差し引きます。

Ａ… 

Ｂ… 

Ｃ… 

指定保険金額×この特約による保険金の支払事由の発生日における条件付保険特約に定

める所定の割合 

Ａに対する６か月間の利息 

指定保険金額に対する６か月間の保険料相当額 

保険料の自動貸付またはご契約者貸付が行われているときは、この特約による保険金の支払金額はその

貸付金の元利合計額を差し引きます。 
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●この特約による保険金をお支払いした後のご契約について

①ご請求額（指定保険金額）が死亡保険金額と同額の場合

保険料のお払い込み

保
障
額

保
険
料

この特約による保険金のお支払い
（以後、保険契約は消滅します。）

ご契約 余命６か月以内

②ご請求額（指定保険金額）が死亡保険金額の一部の場合

この特約による保険金のお支払い
（保険金額は減額されます。）

保
障
額

保
険
料

ご契約 余命６か月以内

保険料のお払い込み

死亡

死亡保険金の
お支払い

※この場合、死亡保険金額は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼってご請求額

と同額の減額がなされるものとし、減額部分の払いもどし金はありません。また、継続する部分

については引き続き保険料をお払い込みいただき、その後、被保険者が死亡された場合、減額後

の死亡保険金額を死亡保険金受取人にお支払いします。
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リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について

(一時払変額終身保険(複数勘定型)、５年ごと利差配当付終身保険、

無配当外貨建終身保険(予定利率更改型)、無配当低解約返戻金型定期保険用) 

リビング・ニーズ特約による保険金の支払事由が生じても、次のような場合には、保険金をお支払

いできないことがあります。

１．免責事由に該当した場合 

・次のいずれかによって、支払事由が生じたとき

（ア）ご契約者の故意

（イ）被保険者の故意

（ウ）被保険者の自殺行為

（エ）被保険者の犯罪行為

（オ）戦争その他の変乱

２．重大事由による解除の場合 

・次のような事由に該当し、ご契約または特約が解除されたとき

（ア）ご契約者または保険金等の受取人が、保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で

事故招致（未遂を含みます。）をしたとき

（イ）保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があったとき

（ウ）ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力* に該当すると認められるとき、

またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係* があると認められるとき 

＊反社会的勢力 

暴力団、暴力団員（脱退後５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員または暴力団関係企業その

他の反社会的勢力をいいます。 

＊社会的に非難されるべき関係 

反社会的勢力に対する資金等の提供・便宜の供与や反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。

また、ご契約者または保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実

質的な関与があることもいいます。 

（エ）上記（ア）～（ウ）のほか、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼

を損ない、このご契約の存続を困難とする上記（ア）～（ウ）と同等の重大な事由があるとき 

３．告知義務違反による解除の場合 

・お申し込みの際に告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が解除されたとき

４．ご契約の失効の場合 

・保険料のお払い込みがないなどの理由により、ご契約が効力を失ったとき

５．詐欺による取消または無効、不法取得目的による無効の場合 

・詐欺によりご契約が取消または無効とされたとき 

  ・保険金等を不法に取得する目的によりご契約が無効とされたとき  など 
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＜ご注意＞ 
＜ご注意＞ 

●戦争その他の変乱が原因で支払事由が生じた場合は、該当する被保険者の数によっては、保険金の全

額またはその一部をお支払いする場合があります。 

●重大事由によりご契約または特約を解除した場合で、前頁２．の（ア）～（エ）に定める事由の発生

時以後に保険金の支払事由が生じたときは、保険金をお支払いすることはできません。すでに保険金

をお支払いしていたときには、当社はその返還を請求します。 

●告知義務違反によりご契約または特約を解除した場合、保険金の支払事由が発生していても、これを

お支払いすることはできません。 

●詐欺または不法取得目的により、ご契約が取消または無効とされた場合は、すでにお払い込みいただ

いた保険料は払いもどしません。 
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指定代理請求特約 

（この特約の主な内容） 

この特約は、主たる保険契約の被保険者が受取人となる保険金等の支払事由が生じた場合で、

保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、あらかじめ指定され

た指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求を可能とすることを主な内

容とするものです。 

第１条（特約の締結） 

この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結の際または主契約の締結

後、保険契約者（以下「契約者」といいます。）の申出によって、主契約の被保険者の同意およ

び会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。 

第２条（特約の対象となる保険金等） 

主契約および主契約に付加されている特約（以下「各特約」といいます。）において、主契約

の被保険者が受取人となる保険金、給付金、年金、その他これらに準じる保険給付および主契約

の被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除（以下「保険金等」といいます。）

をこの特約による代理請求の対象とします。ただし、すえ置かれた保険金等を除きます。 

第３条（指定代理請求人の指定） 

この特約を付加した場合、契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、あらかじめ次の各号の

範囲内で１人の者を指定してください。（本条により指定された者を、以下「指定代理請求人」

といいます。） 

⑴ 次の(ｱ)から(ｳ)の範囲内の者

(ｱ) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者

(ｲ) 主契約の被保険者の直系血族

(ｳ) 主契約の被保険者の３親等内の親族

⑵ 第⑴号のほか、次の(ｱ)から(ｴ)の範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を請求

すべき適当な関係があると会社が認めた者

(ｱ) 主契約の被保険者と同居しまたは主契約の被保険者と生計を一にしている者

(ｲ) 主契約の被保険者の財産管理を行っている者

(ｳ) 主契約の死亡保険金受取人

(ｴ) その他前(ｱ)および(ｲ)に掲げる者と同等の関係にある者

第４条（指定代理請求人による保険金等の請求） 

① 第２条（特約の対象となる保険金等）に定める保険金等を保険金等の受取人が請求できない次

の各号に定める事情があるときは、第３条（指定代理請求人の指定）で指定した指定代理請求人

が、必要書類（別表）およびその事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代

理人として保険金等の請求をすることができます。

⑴ 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合

⑵ 傷病名の告知を受けない蓋然性が高いと会社が認める傷病名について告知を受けていないた

め支払事由に該当する保険金等の請求ができない場合

⑶ その他第⑴号または第⑵号に準じる状態であると会社が認めた場合

② 指定代理請求人が第①項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において第３条（指定代

理請求人の指定）各号に定める範囲内であることを要します。ただし、指定代理請求人としての

要件を満たさない場合または指定代理請求人が指定されていない場合には、主契約の死亡保険金

受取人が指定代理請求人として、保険金等を請求することができることとします。

③ 第①項または第②項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人に支払った場合には、そ

の後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

④ 本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由（保険料の払込免除の事由を含みます。
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以下同じとします。）を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第①項各号に定める状態

に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。 

⑤ 第①項の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行い、また、会社指定

の医師の診断を受けてもらうことがあります。

⑥ 第⑤項の事実の確認に際し、指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由が

なく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで保険金等

を支払わず、また保険料の払込を免除しません。会社が指定した医師による主契約の被保険者の

診断を求めたときも、同様とします。

第５条（指定代理請求人の変更および指定の撤回） 

契約者は、必要書類（別表）を提出し、主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変

更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。 

第６条（告知義務違反による解除等の通知） 

主契約にこの特約が付加されている場合、主契約または各特約の告知義務違反による解除およ

び重大事由による解除について、契約者の住所の不明その他の正当な事由によって契約者に通知

できないときは、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）または各特約の特約条

項に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。 

第７条（特約の解約） 

この特約のみの解約は、取り扱いません。 

第８条（保険金等の受取人が法人に変更される場合の取扱） 

主約款および各特約の特約条項の規定により、保険金等の受取人が主契約の被保険者から法人

へ変更される場合には、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。 

第９条（主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の代理請求の取扱） 

この特約を付加した場合、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところによ

り取り扱います。この場合、主約款および各特約の特約条項の規定による保険金等の代理請求は

取り扱いません。 

第10条（主約款および各特約の特約条項に定める給付金の法定相続人の代表者による請求の取扱） 

この特約を付加した場合で、主約款または各特約の特約条項に主契約の被保険者が死亡した場

合の給付金の法定相続人の代表者による請求の取扱に関する規定があるときは、主契約の被保険

者の法定相続人のうち、主契約の死亡保険金受取人等がいない場合に代理請求人を法定相続人の

代表者として取り扱う規定は適用しません。この場合、主契約の被保険者の法定相続人であるこ

の特約において指定された指定代理請求人がいるときは、指定代理請求人を法定相続人の代表者

として取り扱うものとします。 

第11条（主約款および各特約の特約条項の規定の準用） 

この特約に別段の定めのない事項は、その性質が許されないものを除き主約款および各特約の

特約条項の規定を準用します。 

第12条（特約の更新） 

主約款の規定により主たる保険契約が更新されるときは、この特約も更新されます。 

第13条（主契約に年金支払特約または年金払移行特約が付加されている場合の特則） 

次の各号に定める場合は、第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第②項中、「主契

約の死亡保険金受取人」を「主契約の被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えて適用します。 

⑴ 主契約に年金支払特約が付加され、年金支払特約の年金の支払が開始した場合

⑵ 主契約に年金払移行特約が付加され、主契約の全部が年金払に移行した場合
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別表 

請  求  書  類 

項 目 必 要  書  類 

１ 

指定代理請求人による 

保険金等の請求 

（第４条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書

⑶ 主契約の被保険者の戸籍抄本

⑷ 指定代理請求人の戸籍抄本、住民票および印鑑証明書

⑸ 主契約の被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険

者証の写し

⑹ 指定代理請求人が主契約の被保険者の財産管理を行ってい

る者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の

写しなどその事実を証する書類

⑺ 保険証券

２ 

指定代理請求人の変更 

および指定の撤回 

（第５条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまた

は上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 

31



次に掲げる保険種類にこの特約を付加される場合は、第14条として特則が適用されます。次頁以降をご確

認ください。 

＜変額個人年金保険関係＞ 

・一時払変額個人年金保険（年金原資額保証型）

・一時払変額個人年金保険（複数勘定型）

・変額個人年金保険（基本年金額保証型）

＜愛児保険関係＞ 

・無配当低解約返戻金型愛児進学保険

＜外貨建個人年金保険関係＞ 

・無配当外貨建個人年金保険（積立利率更改型）
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＜変額個人年金保険関係＞ 

○一時払変額個人年金保険（年金原資額保証型）に付加する場合には、第13条（主契約に年金支払特約ま

たは年金払移行特約が付加されている場合の特則）の次に、次の１条を加えて適用します。

第14条（一時払変額個人年金保険（年金原資額保証型）に付加する場合の特則） 

  この特約を一時払変額個人年金保険（年金原資額保証型）に付加する場合には、次の各号に定める

とおりとします。 

⑴ 第３条（指定代理請求人の指定）第⑵号(ｳ)中「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人または

後継年金受取人」と読み替えて適用します。

⑵ 第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第②項中「死亡保険金受取人」を「死亡給付金

受取人（年金開始後の場合は、後継年金受取人が指定されている契約は後継年金受取人、後継年金

受取人が指定されていない契約は主契約の被保険者の戸籍上の配偶者）」と読み替えて適用します。

○一時払変額個人年金保険（複数勘定型）に付加する場合には、第13条（主契約に年金支払特約または年

金払移行特約が付加されている場合の特則）の次に、次の１条を加えて適用します。

第14条（一時払変額個人年金保険（複数勘定型）に付加する場合の特則） 

  この特約を一時払変額個人年金保険（複数勘定型）に付加する場合には、次の各号に定めるとおり

とします。 

⑴ 第３条（指定代理請求人の指定）第⑵号(ｳ)中「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人または

後継年金受取人」と読み替えて適用します。

⑵ 第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第②項中「死亡保険金受取人」を「死亡給付金

受取人（年金開始後の場合は、後継年金受取人が指定されている契約は後継年金受取人、後継年金

受取人が指定されていない契約は主契約の被保険者の戸籍上の配偶者）」と読み替えて適用します。

○変額個人年金保険（基本年金額保証型）に付加する場合には、第13条（主契約に年金支払特約または年

金払移行特約が付加されている場合の特則）の次に、次の１条を加えて適用します。

第14条（変額個人年金保険（基本年金額保証型）に付加する場合の特則） 

  この特約を変額個人年金保険（基本年金額保証型）に付加する場合には、次の各号に定めるとおり

とします。 

⑴ 第３条（指定代理請求人の指定）第⑵号(ｳ)中「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読

み替えて適用します。

⑵ 第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第②項中「死亡保険金受取人」を「死亡給付金

受取人（年金開始後の場合は、主契約の被保険者の戸籍上の配偶者）」と読み替えて適用します。
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＜愛児保険関係＞ 

○無配当低解約返戻金型愛児進学保険に付加する場合には、第13条（主契約に年金支払特約または年金払

移行特約が付加されている場合の特則）の次に、次の１条を加えて適用します。

第14条（無配当低解約返戻金型愛児進学保険に付加する場合の特則） 

① この特約を無配当低解約返戻金型愛児進学保険に付加する場合には、特約条項の一部を次のとおり

変更して適用します。

⑴ 「（この特約の主な内容）」中「被保険者」を「保険契約者」と読み替えます。

⑵ 第２条（特約の対象となる保険金等）を次のとおり読み替えます。

「第２条（特約の対象となる保険金等）

  この特約が付加されている主契約および主契約に付加されている特約（以下「各特約」と

いいます。）において、契約者が受取人となる保険金、給付金、祝金、その他これらに準じる

保険給付および保険料払込免除（以下「保険金等」といいます。）をこの特約による代理請求

の対象とします。ただし、すえ置かれた保険金等を除きます。」 

⑶ 第３条（指定代理請求人の指定）を次のとおり読み替えます。

「第３条（指定代理請求人の指定）

  この特約を付加した場合、契約者は、あらかじめ次の各号の範囲内で１人の者を指定して

ください。（本条により指定された者を、以下「指定代理請求人」といいます。） 

⑴ 次の(ｱ)から(ｳ)の範囲内の者

(ｱ) 契約者の戸籍上の配偶者

(ｲ) 契約者の直系血族

(ｳ) 契約者の３親等内の親族

⑵ 第⑴号のほか、次の(ｱ)から(ｳ)の範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を

請求すべき適当な関係があると会社が認めた者

(ｱ) 契約者と同居しまたは契約者と生計を一にしている者

(ｲ) 契約者の財産管理を行っている者

(ｳ) その他前(ｱ)および(ｲ)に掲げる者と同等の関係にある者」

⑷ 第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第②項を次のとおり読み替えます。

「② 指定代理請求人が第①項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において第３条（指定

代理請求人の指定）各号に定める範囲内であることを要します。」 

⑸ 第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第⑥項中「主契約の被保険者」を「主契約の被

保険者または契約者」と読み替えます。

⑹ 第５条（指定代理請求人の変更および指定の撤回）を次のとおり読み替えます。

「第５条（指定代理請求人の変更および指定の撤回）

  契約者は、必要書類（別表）を提出し、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人

の指定を撤回することができます。」 

⑺ 「別表」中「主契約の被保険者」を「契約者」と読み替えます。

② 第①項のほか、主約款の規定により契約者の変更が行われた場合、この特約は消滅します。
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＜外貨建個人年金保険関係＞ 

○無配当外貨建個人年金保険（積立利率更改型）に付加する場合には、第13条（主契約に年金支払特約ま

たは年金払移行特約が付加されている場合の特則）の次に、次の１条を加えて適用します。

第14条（無配当外貨建個人年金保険（積立利率更改型）に付加する場合の特則） 

  この特約を無配当外貨建個人年金保険（積立利率更改型）に付加する場合には、次の各号に定める

とおりとします。 

⑴ 第３条（指定代理請求人の指定）第⑵号(ｳ)中「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人または

後継年金受取人」と読み替えて適用します。

⑵ 第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第②項中「死亡保険金受取人」を「後継年金受

取人が指定されている契約は後継年金受取人、後継年金受取人が指定されていない契約は主契約の

被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えて適用します。
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＜一時払変額終身保険（複数勘定型）用＞ 

リビング・ニーズ特約

（この特約の目的） 

この特約は、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、主たる保険契約の死亡保険金

の将来の支払にかえ、その全部または一部について、本特約による保険金として支払うことを目

的とするものです。 

第１条（用語の意義） 

この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主契約 主たる保険契約のことをいいます。 

⑵ 主約款 主契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑶ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

第２条（特約の締結および責任開始時） 

① この特約は、主契約の締結の際または締結後、被保険者の同意を得たうえで、契約者の申出に

よって、主契約に付加して締結します。

② 会社がこの特約の付加を承諾したときには、会社は、次の各号の場合に応じ、それぞれに定め

る時からこの特約上の責任を負います。

項目 内容 

⑴ 主契約の締結の際にこの特約を付加した

とき

主契約の責任が開始した時 

⑵ 主契約の締結後にこの特約を付加したと

き

会社が承諾した時 

③ 主契約の締結後、この特約が主契約に付加されたときには、会社は、この特約の名称を記載し

た保険証券を新たに交付します。

第３条（本特約による保険金の支払） 

① 会社は、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、主契約の基本保険金額の範囲内

で、かつ、会社所定の金額の範囲内で本特約による保険金受取人が指定した金額（以下「指定保

険金額」といいます。）を本特約による保険金として、本特約による保険金受取人に支払いま

す。ただし、会社の定める方法により計算した本特約による保険金の支払事由の発生日（被保険

者の余命が６か月以内と判断された日をいいます。以下同じとします。）からその日を含めて６

か月間の指定保険金額に対する利息を差し引くものとします。

② 本特約による保険金の支払事由の発生日末の主契約の積立金額に
指定保険金額

主契約の基本保険金額
 の割合を

乗じた金額が、指定保険金額から第①項に定める利息を差し引いた金額を上回るときには、会社

は、第①項にかかわらず、その積立金額に
指定保険金額

主契約の基本保険金額
 の割合を乗じた金額を本特約によ

る保険金として支払います。 

③ 本特約による保険金受取人は被保険者とし、変更することはできません。

④ 契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場合を

含みます。）のときは、第③項の規定にかかわらず、本特約による保険金受取人は契約者（契約

者が被保険者を本特約による保険金受取人に指定したときは被保険者）とし、それ以外の者に変
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更することはできません。 

⑤ 主契約の基本保険金額の全部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払われ

た場合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約は消滅するものとし

ます。

⑥ 主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払われ

た場合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約の基本保険金額は指

定保険金額と同額の一部解約がなされたものとします。この場合、主約款の払いもどし金の規定

にかかわらず、会社は、払いもどし金を支払いません。

⑦ 本特約による保険金の支払がなされる前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、会

社は、本特約による保険金の請求がなかったものとして取り扱い、本特約による保険金を支払い

ません。

⑧ 本特約による保険金が支払われたときには、会社は、その後、主約款に定める保険金の請求を

受けても、指定保険金額分については、これを支払いません。

第４条（本特約による保険金を支払わない場合） 

被保険者が、次の各号のいずれかの事由によって第３条（本特約による保険金の支払）第①項

に規定する支払事由に該当した場合には、会社は、本特約による保険金を支払いません。 

⑴ 契約者の故意

⑵ 被保険者の故意または自殺行為

⑶ 被保険者の犯罪行為

⑷ 戦争その他の変乱。ただし、その事由によって支払事由に該当した被保険者の数の増加がこ

の保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときには、会社は、その程度に応じ、

本特約による保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。

第５条（本特約による保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所） 

① 本特約による保険金受取人は、本特約による保険金の支払事由が生じたときには、すみやかに

必要書類（別表）を提出して、保険金を請求してください。

② 本特約による保険金の支払の期限および支払の場所については、主約款の規定を準用します。

第６条（特約保険料の払込） 

この特約は保険料の払込を必要としません。 

第７条（特約の解約） 

契約者は、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、必要

書類（別表）を提出してください。 

第８条（特約の消滅） 

次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。 

⑴ 第３条（本特約による保険金の支払）の保険金を支払ったとき

⑵ 主契約が消滅したとき

第９条（払いもどし金） 

この特約に対する払いもどし金はありません。 

第10条（告知義務違反による解除） 

① この特約が付加された主契約を告知義務違反により解除するときは、この特約も含めて解除す

るものとします。

② 第①項の場合、主約款に定めるほか、会社は、被保険者が本特約による保険金の支払事由に該

当した後でも、主契約を解除することができます。この場合、主約款の告知義務違反による解除

の規定および契約を解除できない場合の規定を準用します。

第11条（重大事由による解除） 

この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。 

第12条（契約者配当金） 

この特約に対する契約者配当金はありません。 
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第13条（管轄裁判所） 

本特約による保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第14条（主約款の規定の準用） 

この特約に別段の定めのない事項は、主約款の規定を準用します。 

第15条（主契約が終身積立保険に変更されている場合の取扱） 

主契約が終身積立保険に変更されている場合、次の各号に定めるとおり取り扱います。 

⑴ 第３条（本特約による保険金の支払）第①項の規定にかかわらず、主契約の責任準備金額の

範囲内で、かつ、会社所定の金額の範囲内で指定保険金額を指定してください。

⑵ 主契約の責任準備金額の全部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払わ

れた場合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約は消滅するもの

とします。

⑶ 主契約の責任準備金額の一部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払わ

れた場合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約の責任準備金額

は指定保険金額と同額の一部解約がなされたものとします。この場合、主約款の払いもどし金

の規定にかかわらず、払いもどし金は支払いません。

第16条（主契約に保険金ステップアップ特約が付加されている場合の取扱） 

主契約に保険金ステップアップ特約が付加されている場合、次に定めるとおり取り扱います。 

⑴ 第３条（本特約による保険金の支払）第①項から第⑤項までの規定中一部を次のとおり読み

替えます。

読み替え前 読み替え後 

基本保険金額 最低保証保険金額 

⑵ 第３条（本特約による保険金の支払）第⑥項の規定を次のとおりとします。

⑥ 主契約の最低保証保険金額の一部が指定保険金額として指定され、本特約による保

険金が支払われた場合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、

主契約の最低保証保険金額は指定保険金額と同額の減額がなされたものとします。ま

た、主契約の基本保険金額についても、本特約による保険金の支払事由の発生日にさ

かのぼって、基本保険金額に
指定保険金額

主契約の最低保証保険金額
 の割合を乗じた金額の一部解約がな

されたものとします。この場合、主約款の払いもどし金の規定にかかわらず、会社

は、払いもどし金を支払いません。 

第17条（主契約に条件付保険特約が付加されている場合の取扱） 

主契約に条件付保険特約が付加されている場合、条件付保険特約は、次の各号に定めるところ

によるほかは、特約条項に定めるとおり取り扱います。 

⑴ 保険金削減支払法が付加されている場合で、削減期間中に支払事由が生じたときは、第３条

（本特約による保険金の支払）第①項および第②項にかかわらず、次に定める金額を支払いま

す。

項目 金額 

(ｱ) 本特約による保険金の支払事由の発生日末の

主契約の積立金額が、基本保険金額に条件付保

険特約に定める所定の割合を乗じた金額を上回

るとき

 その積立金額に
指定保険金額

主契約の基本保険金額

の割合を乗じた金額 

(ｲ) 本特約による保険金の支払事由の発生日末の

主契約の積立金額が、基本保険金額に条件付保

険特約に定める所定の割合を乗じた金額以下の

とき

 指定保険金額に条件付保険特約に

定める所定の割合を乗じた金額 
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⑵ 第⑴号(ｲ)の場合、会社の定める方法により計算した本特約による保険金の支払事由の発生

日からその日を含めて６か月間の第⑴号により計算される金額に対する利息を差し引くものと

します。

⑶ 主契約に保険金ステップアップ特約が付加されている場合、第⑴号の規定中一部を次のとお

り読み替えます。

読み替え前 読み替え後 

基本保険金額 最低保証保険金額 

（2023年10月改定） 

別  表 

請  求  書  類 

項    目 必    要    書  類 

１ 
本特約による保険金 

（第３条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書

⑶ 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と認めた場合は

戸籍抄本）

⑷ 本特約による保険金受取人の戸籍抄本

⑸ 本特約による保険金受取人の印鑑証明書

⑹ 保険証券

２ 
特約の解約 

（第７条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまた

は上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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＜５年ごと利差配当付終身保険用＞ 

リビング・ニーズ特約

（この特約の目的） 

この特約は、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、主たる保険契約の死亡保険金

の将来の支払にかえ、その全部または一部について、本特約による保険金として支払うことを目

的とするものです。 

第１条（用語の意義） 

この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主契約 主たる保険契約のことをいいます。 

⑵ 主約款 主契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑶ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

第２条（特約の締結および責任開始時） 

① この特約は、主契約の締結の際または締結後、被保険者の同意を得たうえで、契約者の申出に

よって、主契約に付加して締結します。

② 会社がこの特約の付加を承諾したときには、会社は、次の各号の場合に応じ、それぞれに定め

る時からこの特約上の責任を負います。

項目 内容 

⑴ 主契約の締結の際にこの特約を付加した

とき

主契約の責任が開始した時 

⑵ 主契約の締結後にこの特約を付加したと

き

会社が承諾した時 

③ 主契約の締結後、この特約が主契約に付加されたときには、会社は、この特約の名称を記載し

た保険証券を新たに交付します。

第３条（本特約による保険金の支払） 

① 会社は、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、主契約の保険金額の範囲内で、か

つ、会社所定の金額の範囲内で本特約による保険金受取人が指定した金額（以下「指定保険金

額」といいます。）を本特約による保険金として、本特約による保険金受取人に支払います。た

だし、会社の定める方法により計算した本特約による保険金の支払事由の発生日（被保険者の余

命が６か月以内と判断された日をいいます。以下同じとします。）からその日を含めて６か月間

の指定保険金額に対する利息および保険料相当額を差し引くものとします。

② 第①項の場合、保険料の自動貸付または契約者に対する貸付が行われているときには、会社は、

その貸付元利金を支払うべき金額から差し引くものとします。

③ 本特約による保険金受取人は被保険者とし、変更することはできません。

④ 契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場合を

含みます。）のときには、第③項の規定にかかわらず、本特約による保険金受取人は契約者（契

約者が被保険者を本特約による保険金受取人に指定したときは被保険者）とし、それ以外の者に

変更することはできません。

⑤ 主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払われた場

合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約は消滅するものとします。
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⑥ 主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払われた場

合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約の保険金額は指定保険金

額と同額の減額がなされたものとします。この場合、主約款の払いもどし金の規定にかかわらず、

会社は、払いもどし金を支払いません。

⑦ 本特約による保険金の支払がなされる前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、会

社は、本特約による保険金の請求がなかったものとして取り扱い、本特約による保険金を支払い

ません。

⑧ 本特約による保険金が支払われたときには、会社は、その後、主約款に定める保険金の請求を

受けても、指定保険金額分については、これを支払いません。

第４条（本特約による保険金を支払わない場合） 

被保険者が、次の各号のいずれかの事由によって第３条（本特約による保険金の支払）第①項

に規定する支払事由に該当した場合には、会社は、本特約による保険金を支払いません。 

⑴ 契約者の故意

⑵ 被保険者の故意または自殺行為

⑶ 被保険者の犯罪行為

⑷ 戦争その他の変乱。ただし、その事由によって支払事由に該当した被保険者の数の増加がこ

の保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときには、会社は、その程度に応じ、

本特約による保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。

第５条（本特約による保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所） 

① 本特約による保険金受取人は、本特約による保険金の支払事由が生じたときには、すみやかに

必要書類（別表）を提出して、保険金を請求してください。この場合、本特約による保険金の支

払事由の発生日において、主契約の残りの保険期間が１年以内であるときは、本特約による保険

金の請求はできません。

② 本特約による保険金の支払の期限および支払の場所については、主約款の規定を準用します。

第６条（特約保険料の払込） 

この特約は保険料の払込を必要としません。 

第７条（特約の復活） 

① 主契約の復活請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時に復

活の請求があったものとします。

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときに限り、主約款の復

活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。

第８条（特約の解約） 

契約者は、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、必要

書類（別表）を提出してください。 

第９条（特約の復旧） 

① 主契約の復旧請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時に復

旧の請求があったものとします。

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復旧を承諾したときに限り、主約款の復

旧の規定を準用して、この特約の復旧の取扱をします。

第10条（特約の消滅） 

次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。 

⑴ 第３条（本特約による保険金の支払）の保険金を支払ったとき

⑵ 主契約が消滅したとき

⑶ 主契約が延長保険に変更されたとき

第11条（払いもどし金） 

この特約に対する払いもどし金はありません。 

第12条（告知義務違反による解除） 

① この特約が付加された主契約を告知義務違反により解除するときは、この特約も含めて解除す
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るものとします。 

② 第①項の場合、主約款に定めるほか、会社は、被保険者が本特約による保険金の支払事由に該

当した後でも、主契約を解除することができます。この場合、主約款の告知義務違反による解除

の規定および契約を解除できない場合の規定を準用します。

第13条（重大事由による解除） 

この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。 

第14条（契約者配当金） 

会社は、本特約による保険金が支払われる場合の指定保険金額に対する部分についての契約者

配当金を、主約款を準用して支払います。 

第15条（管轄裁判所） 

本特約による保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第16条（主約款の規定の準用） 

この特約に別段の定めのない事項は、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用し

ます。 

第17条（主契約に終身保険買増特約、定期保険特約2007、特定疾病保障特約2007Ａ、災害疾病障害保

障特約2007Ａ、介護保障特約2007Ａ、総合障害保障特約2007Ａ、総合障害保障特約2007Ｃまた

は収入保障保険特約2014が付加されている場合の取扱） 

主契約に次の⒜から⒣に掲げる特約（以下「終身保険買増特約等」といいます。）が付加され

ている場合、次の各号に定めるとおり取り扱います。 

⒜ 終身保険買増特約 ⒠ 介護保障特約2007Ａ

⒝ 定期保険特約2007 ⒡ 総合障害保障特約2007Ａ

⒞ 特定疾病保障特約2007Ａ ⒢ 総合障害保障特約2007Ｃ

⒟ 災害疾病障害保障特約2007Ａ ⒣ 収入保障保険特約2014

⑴ 第３条（本特約による保険金の支払）第①項の規定の適用にあたっては、終身保険買増特約

等のうち⒜から⒢までの特約の特約保険金額および本特約による保険金の支払事由の発生日か

らその日を含めて６か月の期間満了の日における収入保障保険特約2014の換算保障額を加算し

たものを主契約の保険金額とみなします。

⑵ 第⑴号の規定により、主契約の保険金額とみなすことのできる特約は、本特約による保険金

の支払事由の発生日において、保険期間満了時（各特約条項の規定により、特約が更新される

ときを除きます。）までの期間が１年を超えていることを必要とします。

⑶ 第⑴号の場合で、主契約の保険金額（第⑴号の規定により、主契約の保険金額とみなした終

身保険買増特約等の特約保険金額および換算保障額を含みます。以下、本号において同じとし

ます。）の一部が指定保険金額として指定されたときには、主契約の保険金額の各部分（終身

保険買増特約等のうち⒜から⒢までの特約は特約保険金額、収入保障保険特約2014については

特約年金月額）は、
指定保険金額

主契約の保険金額
 の割合を乗じた金額の減額がなされたものとします。

⑷ 第⑶号の規定により減額される場合で、主契約の保険金額が会社の定める範囲外となるとき

には、会社の定める方法により減額します。

⑸ 第⑶号および第⑷号の場合、会社は、払いもどし金を支払いません。

⑹ 主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定された場合、第⑵号の規定により主契約

の保険金額とみなすことのできない終身保険買増特約等は消滅するものとします。この場合、

会社は、終身保険買増特約等の責任準備金を本特約による保険金受取人に支払います。

⑺ 本特約による保険金の支払がなされる前に次の(ｱ)から(ｴ)に掲げる保険金の請求を受けた場

合は、第⑴号の規定にかかわらず、その特約の特約保険金額は、主契約の保険金額に加算しま

せん。

(ｱ) 介護保障特約2007Ａに定める特定介護保険金

(ｲ) 特定疾病保障特約2007Ａに定める特定疾病保険金
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(ｳ) 災害疾病障害保障特約2007Ａに定める災害疾病障害保険金

(ｴ) 総合障害保障特約2007Ａまたは総合障害保障特約2007Ｃに定める障害保険金

⑻ 本特約による保険金が支払われた場合は、その後、次の(ｱ)から(ｳ)に掲げる保険金または給

付金の請求を受けても、第⑶号の規定により減額された介護保障特約2007Ａ、特定疾病保障特

約2007Ａ、災害疾病障害保障特約2007Ａ、総合障害保障特約2007Ａまたは総合障害保障特約

2007Ｃの特約保険金額部分については、これを支払いません。

(ｱ) 介護保障特約2007Ａに定める特定介護保険金または軽度介護給付金

(ｲ) 特定疾病保障特約2007Ａに定める特定疾病保険金

(ｳ) 災害疾病障害保障特約2007Ａ、総合障害保障特約2007Ａまたは総合障害保障特約2007Ｃに

定める障害保険金

⑼ 第⑴号から第⑻号に定めるところによるほかは、第16条（主約款の規定の準用）までの規定

を準用します。

第18条（主契約に条件付保険特約が付加されている場合の取扱） 

主契約に条件付保険特約が付加されている場合、会社は、条件付保険特約について、次の各号

に定めるところによるほかは、特約条項に定めるとおり取り扱います。 

⑴ 保険金削減支払法が付加されている場合で、削減期間中に支払事由が生じたときには、第３

条（本特約による保険金の支払）第①項にかかわらず、指定保険金額に本特約による保険金の

支払事由の発生日における条件付保険特約の特約条項に定める所定の割合を乗じた金額を支払

います。

⑵ 第⑴号の場合、会社の定める方法により計算した本特約による保険金の支払事由の発生日か

らその日を含めて６か月間の第⑴号により計算される金額に対する利息および指定保険金額に

対する保険料相当額を差し引くものとします。

第19条（主契約に契約者配当金特殊支払特約が付加されている場合の取扱） 

主契約に契約者配当金特殊支払特約が付加されている場合、会社は、契約者配当金特殊支払特

約について、次の各号に定めるところによるほかは、特約条項に定めるとおり取り扱います。 

⑴ 主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払われた

場合には、本特約による保険金の支払事由の発生日における買増保険の保険金額を本特約によ

る保険金受取人に支払います。

⑵ 主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払われた

場合は、減額前の主契約の保険金額に対する指定保険金額の割合に応じ、本特約による保険金

の支払事由の発生日における買増保険の保険金額に対して同じ割合の金額を本特約による保険

金受取人に支払います。

⑶ 第⑴号および第⑵号の場合、本特約による保険金の支払（第３条）の規定を準用します。

第20条（契約日が平成22年３月２日以後の主契約に付加する場合の特則） 

契約日が平成22年３月２日以後の主契約にこの特約を付加する場合、主約款に定める未経過期

間に対応する保険料相当額の払いもどしの規定の準用にあたっては、第３条（本特約による保険

金の支払）第⑤項および同条第⑥項の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおり取り扱います。 

項目 内容 

⑴ 主契約の保険金額の全部が指定

保険金額として指定され、本特約

による保険金が支払われた場合

 本特約による保険金の支払事由の発生日からその日

を含めて６か月を経過した日に主契約が消滅したもの

として、主約款の規定を準用します。 

⑵ 主契約の保険金額の一部が指定

保険金額として指定され、本特約

による保険金が支払われた場合

 本特約による保険金の支払事由の発生日からその日

を含めて６か月を経過した日に主契約の保険金額が指

定保険金額と同額の減額をされたものとして、主約款

の規定を準用します。 
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第21条（主契約に災害割増特約2007等、災害入院特約2007等、通院給付特約2007または退院給付特約

2009が付加されている場合の取扱） 

① 主契約に次の⒜から⒞に掲げる特約（以下「災害割増特約2007等」といいます。）が付加され

ている場合で、本特約による保険金が支払われることにより、主契約が減額されたときには、災

害割増特約2007等は減額されないものとします。

⒜ 災害割増特約2007 ⒞ 特定損傷特約2007

⒝ 傷害特約2007

② 主契約に次の⒜から⒪に掲げる特約（以下「災害入院特約2007等」といいます。）または退院

給付特約2009が付加されている場合、会社は、災害入院特約2007等または退院給付特約2009につ

いて、次の各号に定めるところによるほかは、各特約条項に定めるとおり取り扱います。

⒜ 災害入院特約2007 ⒤ 生活習慣病入院特約2011

⒝ 疾病入院特約2007 ⒥ ガン入院特約2011

⒞ 総合入院特約2007 ⒦ 女性疾病入院特約2011

⒟ 生活習慣病入院特約2007 ⒧ 総合医療特約2014

⒠ ガン入院特約2007 ⒨ 生活習慣病医療特約2014

⒡ 女性疾病入院特約2007 ⒩ ガン医療特約2014

⒢ ストレス性疾病入院特約2007 ⒪ 女性疾病医療特約2014

⒣ 総合入院特約2011

⑴ 本特約による保険金が支払われることにより、主契約が減額された場合、災害入院特約2007

等の入院給付日額は減額されないものとします。

⑵ 被保険者の入院中に、本特約による保険金が支払われることにより、災害入院特約2007等ま

たは退院給付特約2009が消滅した場合には、本特約による保険金の支払事由の発生日を含む継

続入院に限り、災害入院特約2007等または退院給付特約2009の有効中の入院とみなします。

③ 主契約に通院給付特約2007が付加されている場合、通院給付特約2007は、次の各号に定めると

ころによるほかは、特約条項に定めるとおり取り扱います。

⑴ 通院期間中に、本特約による保険金が支払われることにより、通院給付特約2007が消滅した

場合には、その通院期間中の通院に限り、通院給付特約2007の有効中の通院とみなします。

⑵ 第②項第⑵号の規定により、その継続入院が有効中の入院とみなされる入院の退院後の通院

期間中の通院についても、通院給付特約2007の有効中の通院とみなします。

（2023年10月改定） 
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別  表 

請  求  書  類 

項    目 必    要    書  類 

１ 
本特約による保険金 

（第３条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書

⑶ 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と認めた場合は

戸籍抄本）

⑷ 本特約による保険金受取人の戸籍抄本

⑸ 本特約による保険金受取人の印鑑証明書

⑹ 最終の保険料領収証

⑺ 保険証券

２ 
特約の解約 

（第８条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 最終の保険料領収証

⑷ 保険証券

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまた

は上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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＜無配当外貨建終身保険（予定利率更改型）用＞ 

リビング・ニーズ特約目次

この特約の主な内容 

第１条 用語の意義 

第２条 特約の締結および責任開始時 

第３条 本特約による保険金の支払 

第４条 本特約による保険金を支払わない場合 

第５条 本特約による保険金の請求手続、支払の

期限および支払の場所 

第６条 特約保険料の払込 

第７条 特約の復活 

第８条 特約の解約 

第９条 特約の消滅 

第10条 払いもどし金 

第11条 告知義務違反による解除 

第12条 重大事由による解除 

第13条 契約者配当金 

第14条 管轄裁判所 

第15条 主約款の規定の準用 

第16条 主契約に条件付保険特約が付加されてい

る場合の取扱 

第17条 主約款に定める未経過期間に対応する保

険料相当額の払いもどしの規定の準用 

別 表 請 求 書 類

リビング・ニーズ特約

（この特約の主な内容） 

この特約は、無配当外貨建終身保険（予定利率更改型）契約に付加することにより、被保険者

の余命が６か月以内と判断される場合に、主たる保険契約の死亡保険金の将来の支払にかえ、そ

の全部または一部について、本特約による保険金として支払うことを主な内容とするものです。 

第１条（用語の意義） 

この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主契約 主たる保険契約のことをいいます。 

⑵ 主約款 主契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑶ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

第２条（特約の締結および責任開始時） 

① この特約は、主契約の締結の際または締結後、被保険者の同意を得たうえで、契約者の申

出によって、主契約に付加して締結します。

② 会社がこの特約の付加を承諾したときには、会社は、次の各号の場合に応じ、それぞれに

定める時からこの特約上の責任を負います。

項目 内容 

⑴ 主契約の締結の際にこの特約を付加し

たとき 

主契約の責任が開始した時 

⑵ 主契約の締結後にこの特約を付加した

とき 

会社が承諾した時 

③ 主契約の締結後、この特約が主契約に付加されたときには、会社は、この特約の名称を記

載した保険証券を新たに交付します。
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第３条（本特約による保険金の支払） 

① 会社は、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、次の各号に定める金額を本特

約による保険金として、本特約による保険金受取人に支払います。ただし、次の各号に定め

る金額から、会社の定める方法により計算した本特約による保険金の支払事由の発生日（被

保険者の余命が６か月以内と判断された日をいいます。以下同じとします。）からその日を

含めて６か月間の指定保険金額に対する利息および保険料相当額を差し引くものとします。

⑴ 本特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の主契約の責任準備

金額が基本保険金額未満の場合 

  主契約の基本保険金額の範囲内、かつ、会社所定の金額の範囲内で、本特約による保険

金受取人が指定した金額（以下「指定保険金額」といいます。） 

⑵ 本特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の主契約の責任準備

金額が基本保険金額以上の場合 

  本特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の主契約の責任準備

金額の1.01倍相当額に
指定保険金額

主契約の基本保険金額
 の割合を乗じた金額。ただし、会社所定の金額

の範囲内であることを必要とします。 

② 第①項の場合、保険料の自動貸付または契約者に対する貸付が行われているときには、会

社は、その貸付元利金を支払うべき金額から差し引くものとします。

③ 本特約による保険金受取人は被保険者とし、変更することはできません。

④ 契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場

合を含みます。）のときには、第③項の規定にかかわらず、本特約による保険金受取人は契

約者（契約者が被保険者を本特約による保険金受取人に指定したときは被保険者）とし、そ

れ以外の者に変更することはできません。

⑤ 主契約の基本保険金額の全部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払

われた場合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約は消滅する

ものとします。

⑥ 主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払

われた場合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約の基本保険

金額は指定保険金額と同額の減額がなされたものとします。この場合、主約款の払いもどし

金の規定にかかわらず、会社は、払いもどし金を支払いません。

⑦ 本特約による保険金の支払がなされる前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、

会社は、本特約による保険金の請求がなかったものとして取り扱い、本特約による保険金を

支払いません。

⑧ 本特約による保険金が支払われたときには、会社は、その後、主約款に定める保険金の請

求を受けても、第①項第⑴号または第⑵号に定める金額分については、これを支払いません。

第４条（本特約による保険金を支払わない場合） 

被保険者が、次の各号のいずれかの事由によって第３条（本特約による保険金の支払）第

①項に規定する支払事由に該当した場合には、会社は、本特約による保険金を支払いません。

⑴ 契約者の故意

⑵ 被保険者の故意または自殺行為

⑶ 被保険者の犯罪行為

⑷ 戦争その他の変乱。ただし、その事由によって支払事由に該当した被保険者の数の増加

がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときには、会社は、その影

響の程度に応じ、本特約による保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払いま

す。 
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第５条（本特約による保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所） 

① 本特約による保険金受取人は、本特約による保険金の支払事由が生じたときには、すみや

かに必要書類（別表）を提出して、保険金を請求してください。

② 本特約による保険金の支払の期限および支払の場所については、主約款の規定を準用しま

す。

第６条（特約保険料の払込） 

この特約は保険料の払込を必要としません。 

第７条（特約の復活） 

① 主契約の復活請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時

に復活の請求があったものとします。

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときに限り、主約款

の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。

第８条（特約の解約） 

契約者は、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、

必要書類（別表）を提出してください。 

第９条（特約の消滅） 

次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅し

ます。 

⑴ 第３条（本特約による保険金の支払）の保険金を支払ったとき

⑵ 主契約が消滅したとき

第10条（払いもどし金） 

この特約に対する払いもどし金はありません。 

第11条（告知義務違反による解除） 

① この特約が付加された主契約を告知義務違反により解除するときは、この特約も含めて解

除するものとします。

② 第①項の場合、主約款に定めるほか、会社は、被保険者が本特約による保険金の支払事由

に該当した後でも、主契約を解除することができます。この場合、主約款の告知義務違反に

よる解除の規定および契約を解除できない場合の規定を準用します。

第12条（重大事由による解除） 

この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用し

ます。 

第13条（契約者配当金） 

この特約に対する契約者配当金はありません。 

第14条（管轄裁判所） 

本特約による保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用し

ます。 

第15条（主約款の規定の準用） 

この特約に別段の定めのない事項は、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準

用します。 

第16条（主契約に条件付保険特約が付加されている場合の取扱） 

主契約に条件付保険特約が付加されている場合、会社は、条件付保険特約について、次の
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各号に定めるところによるほかは、特約条項に定めるとおり取り扱います。 

⑴ 保険金削減支払法が付加されている場合で、削減期間中に支払事由が生じたときには、

第３条（本特約による保険金の支払）第①項にかかわらず、第３条（本特約による保険金

の支払）第①項第⑴号または第⑵号に定める金額に本特約による保険金の支払事由の発生

日における条件付保険特約の特約条項に定める所定の割合を乗じた金額を支払います。 

⑵ 第⑴号の場合、会社の定める方法により計算した本特約による保険金の支払事由の発生

日からその日を含めて６か月間の第⑴号により計算される金額に対する利息および指定保

険金額に対する保険料相当額を差し引くものとします。 

⑶ 特別保険料領収法が適用されている場合は、第３条（本特約による保険金の支払）第①

項第⑴号および第⑵号に定める主契約の責任準備金額に、特別の保険料に対する責任準備

金額を合算します。 

第17条（主約款に定める未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどしの規定の準用） 

主約款に定める未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどしの規定の準用にあたって

は、第３条（本特約による保険金の支払）第⑤項および同条第⑥項の規定にかかわらず、次

の各号に定めるとおり取り扱います。 

項目 内容 

⑴ 主契約の基本保険金額の全部

が指定保険金額として指定さ

れ、本特約による保険金が支払

われた場合 

 本特約による保険金の支払事由の発生日からその

日を含めて６か月を経過した日に主契約が消滅した

ものとして、主約款の規定を準用します。 

⑵ 主契約の基本保険金額の一部

が指定保険金額として指定さ

れ、本特約による保険金が支払

われた場合 

 本特約による保険金の支払事由の発生日からその

日を含めて６か月を経過した日に主契約の基本保険

金額が指定保険金額と同額の減額をされたものとし

て、主約款の規定を準用します。 

（2023年10月改定） 

別 表 

請 求 書 類 

項  目 必    要  書  類 

１ 
本特約による保険金 

（第３条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書

⑶ 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と認めた場合は戸

籍抄本）

⑷ 本特約による保険金受取人の戸籍抄本

⑸ 本特約による保険金受取人の印鑑証明書

⑹ 保険証券

２ 
特約の解約 

（第８条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまた

は上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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＜無配当低解約返戻金型定期保険用＞ 

リビング・ニーズ特約

（この特約の目的） 

この特約は、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、主たる保険契約の死亡保険金

の将来の支払にかえ、その全部または一部について、本特約による保険金として支払うことを目

的とするものです。 

第１条（用語の意義） 

この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主契約 主たる保険契約のことをいいます。 

⑵ 主約款 主契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑶ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

第２条（特約の締結および責任開始時） 

① この特約は、主契約の締結の際または締結後、被保険者の同意を得たうえで、契約者の申出に

よって、主契約に付加して締結します。

② 会社がこの特約の付加を承諾したときには、会社は、次の各号の場合に応じ、それぞれに定め

る時からこの特約上の責任を負います。

項目 内容 

⑴ 主契約の締結の際にこの特約を付加した

とき

主契約の責任が開始した時 

⑵ 主契約の締結後にこの特約を付加したと

き

会社が承諾した時 

③ 主契約の締結後、この特約が主契約に付加されたときには、会社は、この特約の名称を記載し

た保険証券を新たに交付します。

第３条（本特約による保険金の支払） 

① 会社は、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、主契約の保険金額の範囲内で、か

つ、会社所定の金額の範囲内で本特約による保険金受取人が指定した金額（以下「指定保険金

額」といいます。）を本特約による保険金として、本特約による保険金受取人に支払います。た

だし、会社の定める方法により計算した本特約による保険金の支払事由の発生日（被保険者の余

命が６か月以内と判断された日をいいます。以下同じとします。）からその日を含めて６か月間

の指定保険金額に対する利息および保険料相当額を差し引くものとします。

② 第①項の場合、保険料の自動貸付または契約者に対する貸付が行われているときには、会社は、

その貸付元利金を支払うべき金額から差し引くものとします。

③ 本特約による保険金受取人は被保険者とし、変更することはできません。

④ 契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場合を

含みます。）および満期保険金受取人（満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。）の

ときには、第③項の規定にかかわらず、本特約による保険金受取人は契約者（契約者が被保険者

を本特約による保険金受取人に指定したときは被保険者）とし、それ以外の者に変更することは

できません。

⑤ 主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払われた場
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合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約は消滅するものとします。 

⑥ 主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、本特約による保険金が支払われた場

合は、本特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約の保険金額は指定保険金

額と同額の減額がなされたものとします。この場合、主約款の払いもどし金の規定にかかわらず、

会社は、払いもどし金を支払いません。

⑦ 本特約による保険金の支払がなされる前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、会

社は、本特約による保険金の請求がなかったものとして取り扱い、本特約による保険金を支払い

ません。

⑧ 本特約による保険金が支払われたときには、会社は、その後、主約款に定める保険金の請求を

受けても、指定保険金額分については、これを支払いません。

第４条（本特約による保険金を支払わない場合） 

被保険者が、次の各号のいずれかの事由によって第３条（本特約による保険金の支払）第①項

に規定する支払事由に該当した場合には、会社は、本特約による保険金を支払いません。 

⑴ 契約者の故意

⑵ 被保険者の故意または自殺行為

⑶ 被保険者の犯罪行為

⑷ 戦争その他の変乱。ただし、その事由によって支払事由に該当した被保険者の数の増加がこ

の保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときには、会社は、その程度に応じ、

本特約による保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。

第５条（本特約による保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所） 

① 本特約による保険金受取人は、本特約による保険金の支払事由が生じたときには、すみやかに

必要書類（別表）を提出して、保険金を請求してください。この場合、本特約による保険金の支

払事由の発生日において、主契約の残りの保険期間が１年以内であるときは、本特約による保険

金の請求はできません。

② 本特約による保険金の支払の期限および支払の場所については、主約款の規定を準用します。

第６条（特約保険料の払込） 

この特約は保険料の払込を必要としません。 

第７条（特約の復活） 

① 主契約の復活請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時に復

活の請求があったものとします。

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときに限り、主約款の復

活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。

第８条（特約の解約） 

契約者は、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、必要

書類（別表）を提出してください。 

第９条（特約の復旧） 

① 主契約の復旧請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時に復

旧の請求があったものとします。

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復旧を承諾したときに限り、主約款の復

旧の規定を準用して、この特約の復旧の取扱をします。

第10条（特約の消滅） 

次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。 

⑴ 第３条（本特約による保険金の支払）の保険金を支払ったとき

⑵ 主契約が消滅したとき

⑶ 主契約が延長保険に変更されたとき

第11条（払いもどし金） 

この特約に対する払いもどし金はありません。 
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第12条（告知義務違反による解除） 

① この特約が付加された主契約を告知義務違反により解除するときは、この特約も含めて解除す

るものとします。

② 第①項の場合、主約款に定めるほか、会社は、被保険者が本特約による保険金の支払事由に該

当した後でも、主契約を解除することができます。この場合、主約款の告知義務違反による解除

の規定および契約を解除できない場合の規定を準用します。

第13条（重大事由による解除） 

この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。 

第14条（契約者配当金） 

会社は、本特約による保険金が支払われる場合の指定保険金額に対する部分についての契約者

配当金を、主約款を準用して支払います。 

第15条（管轄裁判所） 

本特約による保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第16条（主約款の規定の準用） 

この特約に別段の定めのない事項は、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用し

ます。 

第17条（主契約に条件付保険特約が付加されている場合の取扱） 

主契約に条件付保険特約が付加されている場合、会社は、条件付保険特約について、次の各号

に定めるところによるほかは、特約条項に定めるとおり取り扱います。 

⑴ 保険金削減支払法が付加されている場合で、削減期間中に支払事由が生じたときには、第３

条（本特約による保険金の支払）第①項にかかわらず、指定保険金額に本特約による保険金の

支払事由の発生日における条件付保険特約の特約条項に定める所定の割合を乗じた金額を支払

います。

⑵ 第⑴号の場合、会社の定める方法により計算した本特約による保険金の支払事由の発生日か

らその日を含めて６か月間の第⑴号により計算される金額に対する利息および指定保険金額に

対する保険料相当額を差し引くものとします。

第18条（契約日が平成22年３月２日以後の主契約に付加する場合の特則） 

契約日が平成22年３月２日以後の主契約にこの特約を付加する場合、主約款に定める未経過期

間に対応する保険料相当額の払いもどしの規定の準用にあたっては、第３条（本特約による保険

金の支払）第⑤項および同条第⑥項の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおり取り扱います。 

項目 内容 

⑴ 主契約の保険金額の全部が指定

保険金額として指定され、本特約

による保険金が支払われた場合

 本特約による保険金の支払事由の発生日からその日

を含めて６か月を経過した日に主契約が消滅したもの

として、主約款の規定を準用します。 

⑵ 主契約の保険金額の一部が指定

保険金額として指定され、本特約

による保険金が支払われた場合

 本特約による保険金の支払事由の発生日からその日

を含めて６か月を経過した日に主契約の保険金額が指

定保険金額と同額の減額をされたものとして、主約款

の規定を準用します。 
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第19条（無配当低解約返戻金型定期保険に付加する場合の特則） 

  この特約を無配当低解約返戻金型定期保険に付加する場合には、特約条項の一部を次のとおり

変更して適用します。 

⑴ 第３条（本特約による保険金の支払）第④項中「および満期保険金受取人（満期保険金の一

部の受取人である場合を含みます。）」を削ります。

⑵ 第14条（契約者配当金）を次のとおりとします。

第14条（契約者配当金） 

この特約に対する契約者配当金はありません。 

（2023年10月改定） 

別  表 

請  求  書  類 

項    目 必    要    書  類 

１ 
本特約による保険金 

（第３条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書

⑶ 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と認めた場合は

戸籍抄本）

⑷ 本特約による保険金受取人の戸籍抄本

⑸ 本特約による保険金受取人の印鑑証明書

⑹ 最終の保険料領収証

⑺ 保険証券

２ 
特約の解約 

（第８条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 最終の保険料領収証

⑷ 保険証券

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまた

は上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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引受保険会社 

〒１００－８１２３  東京都千代田区大手町２－１－１                 

TEL:03(6831)8000（大代表）                 

ホームページアドレス https://www.taiju-life.co.jp/ 

（X－2024－51  2025年１月２日） 

■ お問合せ先

大樹生命 お客さまデスク

フリーダイヤル ０１２０－３１２－８０８

平日 ９：００～１７：００（土・日・祝日・年末年始を除く） 
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